
 

第 43回 三 重 県 ス ポ ー ツ 少 年 大 会 開 催 要 項  

 

１，主  旨  県内のスポーツ少年団員、指導者、リーダーがスポーツ等の活動を通して相

互の親睦と交歓を行うとともに、その資質の向上をはかり、地域における団活

動の活発化に資する。 

 

２，主  催  財団法人三重県体育協会 三重県スポーツ少年団 

 

３，主  管  伊勢市スポーツ少年団 

 

４，後  援  三重県、伊勢市教育委員会 

 

５, 期  日  平成24年12月23日（日） 

 

６, 会  場  伊勢市小俣町体育館 

        〒519-0507 伊勢市小俣町新村401-1  ℡：0596-27-5491 

 

７, 参 加 者 （１）平成24年度スポーツ少年団登録をしている団員及び指導者で各市町スポ

ーツ少年団本部長の推薦した者。 

（２）団員については下記項目に該当する者。 

        ①小学１年生以上の者であること。 

        ②集団行動に際し、規律正しい行動のとれる者。 

        ③保護者の承認した者。 

        ④スポーツ安全保険に加入している者。 

 

８, 経  費  会場までの交通費・昼食等は、参加者負担とする。 

 

９, 活動種目   ドッヂビー 

チーム対抗トーナメント 

        ※参加チーム数により試合方法を変更することがある。 

 

10, 参 加 チ ー ム １チーム 6人以上 15 名以内とする。 

        ※参加数により調整することがある。 

 

11, 部 門   部門は次のとおりとする。                                                   

        （１）男子の部 

（２）女子の部 

※男子の部、女子の部いずれかの参加チーム数が少ない場合は、部門の区別な

く大会を開催する。 

※チーム登録時に、男女が混合する場合は、原則として男子の部の出場とする。 

         

 

 



 

12, 参加申込  各市町スポーツ少年団は参加者を取りまとめ、別添の参加申込書を 

平成24年11月2日（金）必着で下記宛に申し込むこと。 

＜申込先＞〒510-0261  鈴鹿市御薗町1669 県営鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ三重県スポーツ少年団 

13, 参 加 料  無料 

 

14,  参 加 賞  参加者全員 

 

15,  日  程    受  付       ８:３０～９：００ 

        （審判打合せ  ９：００～９：３０） 

開会式        ９:３０～ 

ウォーミングアップ＆レクリエーション                                

交歓活動   １０:００～１５：００（終了予定）            

閉会式      終了次第   

 

16,  携 行 品   運動の出来る服装（各チームのユニフォームが望ましい）、着替え、タオル、

運動靴（屋内用）、昼食、水筒 

                 ※靴入れ（ビニール袋可）･･･外履きは各チームで管理すること 

 

17,  競技規則（ルール）  

         (１) 1チーム 6名以上 15名以下でチーム編成を行うこと。   

（２）単位団での出場チーム数の制限はないが、1 人が複数チームに登録する

ことは禁止し、同一人物が複数のチームで試合には出場できないこととす

る。 

（３）試合は、チーム人数が同数になるように試合運営を行うこととする。 

           （例 1）両方のチームが 13 名同士の場合は、13 名を選手として試合に出場

できるようにする。 

（例 2）Ａチームが 10 名、Ｂチームが 13 名の場合は、人数の少ないチーム

に合わせて、10名同士で試合を行うこととする。 

（４）本部への報告がないメンバー変更はできないこととする。 

（５）単位団単独でチームを編成できない場合は、複数単位団による混成チー

ムでの参加も可とする。 

＊競技ルールについては、別紙を参照 

 

18,  そ の 他 

（１）選手は同一のユニホームかゼッケン・ビブス等チームの識別できるもの

を着用すること。 

（２）荷物の管理は各チームで行うものとし、試合の妨げになる所に置かない

こと。                        

 (３) 申込後の選手変更は原則として認めないが、特別な事情による変更の場

合については、交代要員を補充するものとする。  

（４）不慮の災害が発生した場合は、当日午前7時に決定し参加申込代表者

へ連絡する。 

（５）参加者はスポーツ安全保険に加入していること。なお、競技中の傷害

について応急処置は行うが、後の補償はしない。 

 

◇試合時間・試合方法等については、参加チーム数により決定するため、後日各参加団体

代表者宛に連絡します。 


